
�愛媛県告示第１５２６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び西

条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 福島 孝一

２ 工場・事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社東予工場

西条市船屋字新地乙１４５番地１

３ 特定施設に関する事項

� 銅電解槽

� 脱銅電解槽

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

平成１５年７月２５日金曜日 第１４７７号

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後４３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ０．５～８．０

最大 ０．５～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）
無 し

備考 汚水等は、全量再利用する。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第６２号 ロ電解施設

特 定 施 設 の 能 力 容量１０立方メートル×３００基

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６２号 ロ電解施設

特 定 施 設 の 能 力 容量６立方メートル×２４基

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後４３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ０．５～８．０

最大 ０．５～８．０
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

（既設）

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 内港２号排水口

� 内港３号排水口

�愛媛県告示第１５２７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）
無 し

備考 汚水等は、全量再利用する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．５

最大 ３．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４５，０００

最大 １８８，６００

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．２

最大 ４．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８４，７００

最大 ３５９，３７０

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

設 置 年 月 日 平成１３年１１月３０日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 中和沈殿方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート＋ＦＲＰ製、ステン
レス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２９メートル 横３９メートル
高さ１３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和＋酸化＋凝集沈殿＋中和

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ０．５～３．０

最大 ０．５～３．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５０

最大 ３００

通常 １０．５

最大 １５．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ４００

通常 １０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ６０

通常 １０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，３４０

最大 ２，０００

通常 １，３４０

最大 ２，０００
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平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５２８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７３３００３３３ 有限会社ヘルパーステ
ーションともとも

愛媛県温泉郡重信町西
岡５９９番地２９ 訪問介護 有限会社ヘルパーステ

ーションともとも
愛媛県温泉郡重信町西
岡５９９番地２９ 平成１５年６月１０日

３８７３１００１３９ 医療法人北辰会 愛媛県西条市氷見丙４７
７番地

痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム丹原の
郷

愛媛県周桑郡丹原町池
田１２６７番地１ 平成１５年６月１６日

３８７３１００１２１ 医療法人北辰会 愛媛県西条市氷見丙４７
７番地 通所介護 デイサービスセンター

丹原の郷
愛媛県周桑郡丹原町池
田１２６７番地１ 平成１５年６月１６日

３８７０１０３４３３ 株式会社ケアメイツ・
ネットワーク

愛媛県松山市天山２丁
目５番５号 福祉用具貸与 アトムケアサポート 愛媛県松山市西一万町

１０－１ 平成１５年６月１日

３８７３７００３２６ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３番地 訪問介護 ヘルパーステーション

瀬戸あいじゅ
愛媛県西宇和郡瀬戸町
川之浜５９４番地 平成１５年６月１日

３８７３７００３４２ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３番地

短期入所生活介
護

ショートステイ瀬戸あ
いじゅ

愛媛県西宇和郡瀬戸町
川之浜５９４番地 平成１５年６月１日

３８７３７００３６７ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３番地

痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム瀬戸あ
いじゅ

愛媛県西宇和郡瀬戸町
川之浜５９４番地 平成１５年６月１日

３８７３７００３５９ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３番地 通所介護 デイサービスセンター

瀬戸あいじゅ
愛媛県西宇和郡瀬戸町
川之浜５９４番地 平成１５年６月１日

３８７１０００２８１ 有限会社ユニット・ワ
ン

愛媛県伊予市米湊８５５
番地１１

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームユニッ
トいよ

愛媛県伊予市灘町３０２
－１ 平成１５年６月２５日

３８７１０００２９９ あいオート有限会社 愛媛県伊予市下吾川５７
７番地２ 福祉用具貸与

あいオート有限会社
あい福祉用具貸与事業
所

愛媛県伊予市下吾川５７
７番地２ 平成１５年６月２６日

３８７０２００６６８ 株式会社セカイフジ 愛媛県今治市中日吉町
１丁目５番３４号 訪問介護 アズモアケアサービス 愛媛県今治市上徳字徳

久甲７１１番地１ 平成１５年６月２６日

３８７０１０３４４１
特定非営利活動法人
ワーカーズコレクティ
ブとも

愛媛県松山市岩崎町２
丁目８番１７

痴呆対応型共同
生活介護 ともの家湯ノ山 愛媛県松山市湯の山６

丁目４－８ 平成１５年６月２７日

３８７３４００２７３ 有限会社エル・シー・
エヌ

愛媛県松山市萱町５丁
目５５番地１１０４号

痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム久万い
こいの郷

愛媛県上浮穴郡久万町
入野１７２６番地の５ 平成１５年６月２７日

３８７３９００４７０ 有限会社レインボープ
ラス

愛媛県北宇和郡広見町
近永１３１０番地５

痴呆対応型共同
生活介護 グループホーム虹の森 愛媛県北宇和郡松野町

延野 １々４４８－１ 平成１５年６月２７日

３８７０６００４５３ いたわり有限会社ＡＩ
Ｇ

愛媛県西条市中西４０４
番地１ 訪問介護 ヘルパーステーション

いたわり
愛媛県西条市中西４０４
－１ 平成１５年６月２日

３８１０１２９６３９ 医療法人社団酉仁会 愛媛県松山市中一万町
５番１０

通所リハビリテ
ーション 浦屋病院 愛媛県松山市中一万町

５番地１０ 平成１５年６月２日

３８７０１０３４５８ 株式会社ケアジャパン 愛媛県松山市中央１丁
目１０２０番地１

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームハッピ
ー

愛媛県松山市中央１丁
目１０２０番地１ 平成１５年６月３０日

３８７０２００７００ 有限会社武吉 愛媛県今治市横田町１
丁目６番３号 訪問介護 武吉ホームヘルプサー

ビス今治
愛媛県今治市郷新屋敷
町５丁目３番２号 平成１５年６月３０日

３８７１２００２７９ 有限会社武吉 愛媛県今治市横田町１
丁目６番３号 訪問介護 武吉ホームヘルプサー

ビス東予
愛媛県東予市周布３４８
番地８ 平成１５年６月３０日

３８７０２００６９２ 社会福祉法人なごみの
会

愛媛県今治市別名２５１
番地 訪問介護 ヘルパーステーション

なごみ
愛媛県今治市別名２５１
番地 特別養護老人ホ
ーム今治なごみ苑１階

平成１５年６月６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７３１００１１３ 医療法人北辰会 愛媛県西条市氷見丙４７
７番地 居宅介護支援 ケアプランセンター丹

原の郷
愛媛県周桑郡丹原町池
田１２６７番地１ 平成１５年６月１６日
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�愛媛県告示第１５３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市久米地区土地改良区から次のとおり役員の住

所を変更した旨の届出があった。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５２９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定介護老人福祉
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０２００６８４ 社会福祉法人なごみの
会

愛媛県今治市別名２５１
番地

介護老人福祉施
設 今治なごみ苑 愛媛県今治市別名２５１

番地 平成１５年６月６日

３８７３７００３３４ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３番地

介護老人福祉施
設

特別養護老人ホーム瀬
戸あいじゅ

愛媛県西宇和郡瀬戸町
川之浜５９４番地 平成１５年６月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８６０３９０４７９ 財団法人正光会 愛媛県宇和島市柿原１２
８０ 訪問看護 正光会訪問看護ステ

ーション
愛媛県宇和島市堀
端町１－１３

愛媛県宇和島市柿
原１２８０番地

平成１５年
６月１日

３８７０２００６１９ 有限会社唐子浜介護セ
ンター

愛媛県今治市東村３－
１－３８ 訪問介護 有限会社唐子浜介護

センター
愛媛県今治市東村
３丁目１番３８号

愛媛県今治市東村
３－１－３８ ツカ
サビル１階

平成１５年
６月１日

３８７０５００７４５ 有限会社光タクシー 愛媛県新居浜市高木町
２－２０ 訪問介護 光介護サービス

愛媛県新居浜市喜
光地町２丁目２番
２２号

愛媛県新居浜市高
木町２－２０ 日豊
ビル４階

平成１５年
６月１８日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１００４７０ 株式会社ケアメイツ・
ネットワーク

愛媛県松山市天山２丁
目５番５号 福祉用具貸与 アトムケアサポート 愛媛県松山市天山２丁

目５番５号 平成１５年５月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０５０１０５７ 有限会社光タクシー 愛媛県新居浜市喜光地
町２丁目２番地２２号

居宅介護
支援 光介護支援センター 愛媛県新居浜市船

木甲４４３３番地１号
愛媛県新居浜市高
木町２－２０ 日豊
ビル４階

平成１５年
６月１８日
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�愛媛県告示第１５３４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

西条市荒川字八ノ川丁４３、丁４６の１、丁４９から丁５１まで

、丁６９の１、字竹ヶ平丁４４、字竹ヶ平上丁５７、丁６１、字竹

ヶ平下丁６２の２、字ボヲス畑丁４７、字上ダヤ丁４８、丁５６、

字モツセ丁６０、字トガヲ丁９６、字榎谷丁１０５、字トウノ谷

丁１０６の１、丁１０６の２、字トヲノ谷丁１０７の１、丁１０７

の２、字大ズレ丁１０８、丁１０９、字大ウ子丁１１１、丁１１５

の１から丁１１５の３まで、字谷宮丁１１２、字大平下丁１１８

、丁１１９の１、字ハシズメ丁１２２の１、丁１２２の２、丁１

７０、字十五畑丁１５９の１、丁１５９の２、丁１６０の１、丁１

６０の４、字又右エ門荒丁１６１、字マトバ丁１６４、字日ノ地

丁１７１の１から丁１７１の１３まで、丁１７１の１５、丁１７１の１８

、丁１７１の２０、丁１７１の２２、丁１７１の２４、丁１７１の３０、丁

１７１の３３、黒瀬字拔石乙６５３の３、字一本杉乙７０３、津越

字所後７０３７の１、保野字三ツウネ７５８９の１７、７５８９の１８、大

浜字猴谷６３４５の７、字ヤセヲ６４４４、６４８２、字大谷ノ下６４７０

の乙、６４７０の丙、字番屋ノ西６４７１の１、字ジル谷６４７７の２

、６４７７の３、６４７８の１から６４７８の３まで、６４８５の１、６４８５

の３、６４８５の４、６４８８の１、６４８８の３、６４８８の４、字檜木

尾道ノ下６４７９の甲、６４７９の乙、字シル谷西谷６４８０の３、６４

８０の４、字ヤセヲ道ノ下６４８７、字山谷６４８９の１から６４８９の

６まで、６４９０の１から６４９０の３まで、藤之石字ノジ甲８６の

１、甲８６の２、字刃屋敷甲２５５から甲２５９まで、字吉居乙

４３、乙４４の１、乙４４の２、乙４５から乙４７まで、乙５５の１、

乙５５の２、乙５６、字向井丙１２の７１、丙１２の７３、丙１２の８０、

丙１２の８１、字丸籔丙５３、丙５４の１、丙５４の２、丙８１、丙８２

、字いなや久保丙６９、字中道丙７０の１、丙７０の２、字かげ

浦丙７１の１、丙７１の２、丙７２、丙７５の３、丙８０の１から丙

８０の３まで、字ゴミ丙７６の１、字芝折丙７７、丙７８、字笠折

五俵役地丙７９、字柏ノ木辛１２、字炭床辛１３６、辛１３７の１

、字両瀧辛１５１、辛１５２、字横荒辛１５６、字孤荒辛１５８、

字二子荒辛２２２の１、辛２２２の３、辛２２２の５から辛２２２

の１３まで、字悪山辛１６０、字痩籔辛１６１、字谷嶽辛１９５の

１、字西之谷辛１９６の４、辛１９６の６、辛２００、字清水荒

辛２２３、字若山辛２２４の１から辛２２４の４まで、辛２２４の

６、辛２２４の７、辛２２４の９、辛２２４の１１、辛２２４の１２、

字�母荒辛２２５、辛２２６、字小屋峯高辛２２８、字宮ノ首戊
６６の１、字平松戊７５の１２、戊９３、丸野字カモリ４８７２、５８３２

、５８３６、５８４３から５８４５まで、５８４８、５８５１、字ウスズ４８７８、

字檜ヤ株５０４７、字檜尾株５０５９、字寒ナラシ５０５８、字黒滝５６

１５、字日浦５６１９、５６２１の甲、５６２１の乙、５６４６、５８６０、５８６３

、５８８１の乙、５８８２、字日裏５６４５、５６４７、字鳶ノ巣５６５６、５６

５７、字カゲ５８０６、５８１１、５８２１、字山キカイ５８２７、字山キガ

イ５８２８、字中尾５８２９、字柿ノ成ノハナ５８５７、字柿ノ成ノ下

５８５９、字白滝５８６６、５８６７、５８６９から５８７２まで、字宮ノ谷５８

７３、字コヤスバ５８８９

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１５３５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基

づき、区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定

める。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限

又は条件

� ア 免許番号 宇特区第３８２号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画
漁業

魚類小割式
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

� 漁業の位置 南宇和郡西海町下久家地先

	 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域

基点Ａ 南宇和郡西海町樽見鼻

Ｂ 南宇和郡西海町下久家風無鼻から海

岸線沿い東へ２００メートルの標識

点ア Ａから南宇和郡西海町亀倉鼻見通し

５１０メートルの点

イ Ａから南宇和郡西海町亀倉鼻見通し

３００メートルの点

ウ Ｂから南宇和郡西海町小浦穴の鼻西

端見通し１９０メートルの点

エ Ｂから南宇和郡西海町小浦穴の鼻西

端見通し４００メートルの点

ウ 地元地区 南宇和郡西海町船越、久家、下久家、

樽見、樫月及び小浦

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

２ 免許予定日

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 三 好 通 昭 松山市来住町２８８
番地

松山市来住町２２８
番地

愛 媛 県 報平成１５年７月２５日 第１４７７号
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平成１５年１１月１日
３ 申請期間

平成１５年７月２５日から平成１５年９月３０日まで

４ 存続期間

平成１５年１１月１日から平成１６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１５３７号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、八幡浜地方局宇和土木事務所及び明浜町役場において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

東宇和郡明浜町大字田之浜甲３６１番１から同町大字

田之浜甲４５１番３までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から２４点を順次直線で結んだ線並びに２４点

と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．９８

メートル）の公有水面と東３号護岸及び陸との接する

線により囲まれた区域

基点（明浜町大字田之浜 横碆 四等三角点）は、

北緯３３度１９分０４．４７８１秒、東経１３２度２３分１９．２３７３秒

の地点

１点は、基点から真北９６度５６分０８秒９２６．７７メートル

の地点

２点は、１点から真北２４２度３９分２８秒１０．５５メート

ルの地点

３点は、２点から真北２４１度３６分４４秒２０．１１メート

ルの地点

４点は、３点から真北２４６度３１分０６秒７．３２メートル

の地点

５点は、４点から真北２５１度２１分１２秒９．２２メートル

の地点

６点は、５点から真北２５８度３１分１１秒１５．５２メート

�愛媛県告示第１５３６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１０）第１４０５６号 平成１０年
７月６日 片岡工務店 片岡 政敏 松山市鴨川１ー５ー３２ 平成１５年６月２日 建築工事業 建設業の廃止

（特－１４）第１２８１５号 平成１４年
８月２６日 
沖田水道 沖田 利秋 伊予市森７６２－４ 平成１５年

６月２日
管工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－１２）第５８７７号 平成１２年
１２月２２日 三瀬建設 三瀬 儀吉 東宇和郡野村町阿下５

－７８５－３
平成１５年
６月４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第６６０号 平成１４年
３月１０日 白石組 白石 博 松山市春日町８－１３ 平成１５年

６月６日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第９８９１号 平成１２年
８月１３日 
安藤住建 安藤 弘 今治市八町西２－７－

３０
平成１５年
６月６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１５１２４号 平成１４年
９月６日 橋本建設 橋本 進也 松山市畑寺４－２－１８ 平成１５年６月１９日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１４）第１５１７２号 平成１４年
１１月１日 �ファミリーホーム 菊地 一夫 伊予郡砥部町宮内２３８１ 平成１５年６月２０日 大工工事業 建設業の廃止

（般－１２）第３４７８号 平成１２年
９月１８日 
森下工務店 森下 國清 越智郡弓削町下弓削１８

７
平成１５年
６月２４日

土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１２６４９号 平成１４年
５月６日

伊予エンジニアリング

 魚崎 紋義 西宇和郡保内町川之石

１３－１８－１
平成１５年
６月２５日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－１３）第４号 平成１３年
５月１２日 中居建設
 中居 幸利 上浮穴郡柳谷村柳井川

２２５７
平成１５年
６月３０日 土木工事業 建設業の廃止

��������������
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ルの地点

７点は、６点から真北２６６度１８分０３秒１１．９３メート

ルの地点

８点は、７点から真北２７０度４１分４６秒１５．５０メート

ルの地点

９点は、８点から真北２７１度１２分５０秒３５．９４メート

ルの地点

１０点は、９点から真北２７０度４３分０８秒９．２３メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２７４度５５分０９秒１７．６５メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北２８１度３９分２５秒４．１９メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２８６度３４分１１秒１１．２６メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北２９３度１６分３８秒１０．０１メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北３００度４４分００秒１２．１９メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北３０５度３３分０４秒１４．６９メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北３０５度２９分３２秒１２．６７メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北３０５度５１分５８秒１３．４６メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北３１０度１９分２０秒１５．８２メート

ルの地点

２０点は、１９点から真北３１７度４０分１１秒１１．４８メート

ルの地点

２１点は、２０点から真北３２４度２７分１７秒１２．３１メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北３３１度５３分３０秒１５．０４メート

ルの地点

２３点は、２２点から真北３３６度１７分５５秒１４．２６メート

ルの地点

２４点は、２３点から真北３３６度５５分２４秒３６．６２メート

ルの地点

ウ 面積

３，９１１．５７平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

東宇和郡明浜町大字田之浜甲３６１番１から同町大字

田之浜甲４５１番３までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から５４点までを順次直線で結んだ線及び５４

点と１点とを結んだ線により囲まれた区域

基点（明浜町大字田之浜 横碆 四等三角点）は、

北緯３３度１９分０４．４７８１秒、東経１３２度２３分１９．２３７３秒

の地点

１点は、基点から真北８９度５８分３３秒６６６．７８メートル

の地点

２点は、１点から真北１５０度５２分４０秒７．７５メートル

の地点

３点は、２点から真北１５７度４７分１８秒３８．３８メート

ルの地点

４点は、３点から真北１５７度１７分０２秒１９．６０メート

ルの地点

５点は、４点から真北１５４度１６分３４秒４．５７メートル

の地点

６点は、５点から真北１４０度５０分５６秒７．３３メートル

の地点

７点は、６点から真北１２９度０９分４１秒４．１７メートル

の地点

８点は、７点から真北１２７度０７分０１秒１５．３９メート

ルの地点

９点は、８点から真北１２７度３３分０１秒４５．１９メート

ルの地点

１０点は、９点から真北１２３度３５分０２秒３．４９メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１１７度３６分５８秒４．５４メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１１０度５０分２０秒３．８６メートル

の地点

１３点は、１２点から真北１０２度４７分４６秒６．６５メートル

の地点

１４点は、１３点から真北９６度２２分４６秒３．７５メートルの

地点

１５点は、１４点から真北８８度４３分３２秒１２．３４メートル

の地点

１６点は、１５点から真北８８度０７分５７秒４６．８１メートル

の地点

１７点は、１６点から真北８８度００分４８秒４８．８６メートル

の地点

１８点は、１７点から真北８３度４２分５２秒４．８２メートルの

地点

１９点は、１８点から真北７７度０７分２６秒４．６６メートルの

地点

２０点は、１９点から真北６８度５５分４５秒４．７４メートルの

地点

２１点は、２０点から真北６２度３７分０４秒８．５７メートルの

地点

２２点は、２１点から真北５４度０８分１５秒６．９９メートルの

地点

２３点は、２２点から真北１２９度３１分３２秒５．８８メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１３８度３０分２３秒４．３８メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１２８度３３分４２秒２．８６メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１０７度２７分１８秒１０．９３メート

ルの地点

２７点は、２６点から真北２４３度３７分２１秒５．１５メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２３６度４５分１９秒１０．０１メート

ルの地点

２９点は、２８点から真北２３４度２０分１２秒９．７０メートル
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の地点

３０点は、２９点から真北２３９度１３分１４秒１８．９５メート

ルの地点

３１点は、３０点から真北２５１度５９分１８秒９．９９メートル

の地点

３２点は、３１点から真北２５８度５１分３６秒１６．８０メート

ルの地点

３３点は、３２点から真北２６５度５７分０２秒１２．７２メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北２７０度４０分３２秒１５．９０メート

ルの地点

３５点は、３４点から真北２７２度０１分４０秒１４．９７メート

ルの地点

３６点は、３５点から真北２７２度２１分１５秒２０．９７メート

ルの地点

３７点は、３６点から真北２６８度３６分１５秒９．４０メートル

の地点

３８点は、３７点から真北２７３度０５分３７秒１８．８２メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北２８７度５３分２９秒４．６０メートル

の地点

４０点は、３９点から真北２８６度０６分１３秒１２．２７メート

ルの地点

４１点は、４０点から真北２９３度２０分０３秒１０．９２メート

ルの地点

４２点は、４１点から真北３０１度１１分０２秒１３．０７メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北３０６度０７分１６秒１５．１０メート

ルの地点

４４点は、４３点から真北３０４度１３分３４秒１２．６７メート

ルの地点

４５点は、４４点から真北３０５度００分２２秒１３．７５メート

ルの地点

４６点は、４５点から真北３０９度１６分３８秒１６．８５メート

ルの地点

４７点は、４６点から真北３１７度４３分０８秒１２．４８メート

ルの地点

４８点は、４７点から真北３２４度５８分３１秒１３．３８メート

ルの地点

４９点は、４８点から真北３３２度３６分４１秒１６．０２メート

ルの地点

５０点は、４９点から真北３３７度０９分０８秒１４．５８メート

ルの地点

５１点は、５０点から真北３４０度４９分３７秒１６．１６メート

ルの地点

５２点は、５１点から真北３４０度５３分１８秒２０．５７メート

ルの地点

５３点は、５２点から真北６６度５０分０６秒１４．４４メートル

の地点

５４点は、５３点から真北７２度３６分３４秒３．３５メートルの

地点

ウ 面積

８，３７２．７３平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地

４ 出願年月日

平成１５年６月１３日

�������
�愛媛県告示第１５３８号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年

法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜

地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び

土木事務所並びに町役場において縦覧に供する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

一ヶ谷

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱７号まで

を順次結んだ線及び標柱７号と標柱１号を結んだ線に囲まれ

た区域

高城Ａ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１０号まで

を順次結んだ線、標柱１０号と標柱１１号を町道高城集会所前線

東側官民境界線で結んだ線及び標柱１１号と標柱１号を結んだ

線に囲まれた区域

八反代

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１２号まで

を順次結んだ線、標柱１２号と標柱１３号を県道西谷吉田線東側

官民境界線で結んだ線及び標柱１２号と標柱１号を結んだ線に

囲まれた区域

市 町 村 大 字 字 地 番 標 柱

川 内 町 則之内 恵 雲 甲２８１９番 １号

エウン 丙５９６番２ ２号

城 谷 丙５９９番３ ３号

丙５９９番３ ４号

丙５９９番１地先 ５号

恵 雲 甲２８３１番１ ６号

甲２８３１番１ ７号

甲２８３１番２ ８号

市 町 村 大 字 地 番 標 柱

吉 田 町 立 間 ４番耕地１１２番 １号

４番耕地１１１番 ２号

４番耕地１０８番２ ３号

４番耕地１０３番２ ４号

４番耕地９２番２ ５号

４番耕地９０番２ ６号

４番耕地９０番２ ７号

４番耕地９０番２ ８号

２番耕地６７６番１ ９号

２番耕地６７６番１ １０号

２番耕地９００番２ １１号
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東八反代Ａ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１３号まで

を順次結んだ線及び標柱１３号と標柱１号を結んだ線に囲まれ

た区域

清延

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１１号まで

を順次結んだ線、標柱１１号と標柱１２号を県道広見吉田線山側

官民境界線で結んだ線及び標柱１２号と標柱１号を結んだ線に

囲まれた区域

中山Ａ（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成２年５月愛媛県告示第

７７９号）中山Ａの項で指定した標柱３号、標柱２号及び標柱

１号を順次結んだ線、標柱１号と次に掲げる地番の土地に存

する標柱１０号を県道串中山線西側官民境界線で結んだ線、標

柱１０号から標柱１３号を順次結んだ線、標柱１３号と標柱１４号を

県道串中山線西側官民境界線で結んだ線、標柱１４号から標柱

２１号を順次結んだ線並びに標柱２１号と標柱３号を結んだ線に

囲まれた区域

松丸（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和４６年１２月愛媛県告示第

１１８７号）松丸の項で指定した標柱７号と標柱６号を結んだ線

、標柱６号と次に掲げる地番の土地に存する標柱１２号から標

柱２０号までを順次結んだ線及び標柱２０号と標柱７号を結んだ

線に囲まれた区域

�愛媛県告示第１５３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

市 町 村 大 字 字 地 番 標 柱

吉 田 町 立 間 八反代 １番耕地１４３５番 １号

１番耕地１４３５番 ２号

１番耕地１４３３番 ３号

３番耕地４９８番１ ４号

３番耕地４９８番２ ５号

３番耕地４９７番地
先 ６号

１番耕地１３９３番２
地先 ７号

１番耕地１３９８番 ８号

１番耕地１４０３番１ ９号

１番耕地１４１６番２ １０号

１番耕地１４２１番１ １１号

１番耕地４４９番１ １２号

１番耕地４４９番１ １３号

市 町 村 大 字 字 地 番 標 柱

吉 田 町 立 間 半ノ田 １番耕地２２００番 １号

３番耕地９０７番２ ２号

３番耕地９０５番２ ３号

３番耕地９０４番１ ４号

３番耕地９０３番１ ５号

１番耕地２１８２番１ ６号

１番耕地２１７４番２
の１ ７号

３番耕地８９７番１ ８号

３番耕地８９７番１ ９号

３番耕地８９７番２ １０号

１番耕地２１７０番２ １１号

１番耕地２１６６番１ １２号

１番耕地２１９８番 １３号

市 町 村 大 字 地 番 標 柱

広 見 町 清 延 ３３４番 １号

１１３８番 ２号

１１３８番 ３号

１１３９番 ４号

１１５７番 ５号

市 町 村 大 字 地 番 標 柱

中 山 町 中 山 丑３５８番１ １０号

丑３５８番３ １１号

丑３５１番１ １２号

丑３５１番１ １３号

丑４９５番２ １４号

丑４９５番２ １５号

丑４９２番 １６号

丑４９２番 １７号

丑４９１番 １８号

丑４８１番１ １９号

丑４７６番 ２０号

丑４６２番 ２１号

市 町 村 大 字 地 番 標 柱

松 野 町 松 丸 １６６番１ １２号

１６６番１ １３号

１６６番１ １４号

１５７０番１ １５号

１５７０番２ １６号

１１１番１ １７号

１１７番 １８号

１５５番 １９号

１７８番 ２０号

１１５８番 ６号

１１５９番 ７号

１１７１番１ ８号

１１７１番１ ９号

１１７０番 １０号

４１４番 １１号

３７９番１ １２号
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平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡面河村笠方１５３８番地先から

同村笠方１５３１番地先まで

旧 ５．０～９．８ ０．２３２

新 ５．２～２２．８ ０．２２３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡面河村笠方１５３８番地先から

同村笠方１５３１番地先まで
平成１５年７月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡五十崎町大字只海甲４０９番９から

同町大字北表甲７０８番４まで

旧 ３．５～７．４ ０．１２２

新 ９．２～２４．４ ０．２０８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡五十崎町大字只海甲４０９番９から

同町大字北表甲７０８番４まで
平成１５年７月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城川檮原線
東宇和郡城川町大字窪野２６９４番１地先から

同大字２７６２番１地先まで

旧 ３．８～１７．０ ０．２３０

新 １０．８～２４．４ ０．２３０
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�愛媛県告示第１５４５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定による次の道路の位置の指定は、廃止する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

北宇和郡吉田町大字鶴間字池ノ尻１４１９番２及び１４１９番３

幅員

４メートル

延長

３０メートル

２ 申請人の住所氏名

宇和島市伊吹町甲１５２５番地１

マルタカ産業有限会社

代表取締役 曽根 高一

３ 指定した年月日及び番号

平成１４年９月２４日愛媛県告示第１５７８号

�������
�愛媛県告示第１５４６号
道路の位置の指定（平成１５年７月愛媛県告示第１４９６号）は

、廃止する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５４７号
計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により

、西条市、新居浜市、越智郡、今治市及び北条市の特定計量

器の定期検査を次のように実施する。ただし、特定計量器検

定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項各

号に規定する特定計量器の検査は、平成１５年９月１日から１２

月２６日までの間において実施する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城川檮原線
東宇和郡城川町大字窪野２６９４番１地先から

同大字２７６２番１地先まで
平成１５年７月２５日

〃 ４日午前１０時 から
午後３時 まで

西条市農協中央支
所

定量おもり
定量増おも
り

〃 ５日午前１０時 から
午後３時 まで

西条市農協中央支
所

〃１６日午前１０時 から
正 午 まで 若宮公民館

〃１６日午後１時３０分から午後３時 まで 口屋跡記念公民館

〃１７日午前１０時 から
正 午 まで

新居浜市役所川東
支所

〃１７日午後１時 から
午後３時 まで 垣生公民館

〃１８日午前１０時 から
正 午 まで 高津公民館

〃１８日午後２時 から
午後３時 まで 大島公民館

〃１９日午前１０時 から
正 午 まで 中萩公民館 新居浜

市

〃１９日午後１時 から
午後３時 まで 船木公民館

〃２２日午前１０時 から
正 午 まで 角野公民館

〃２２日午後１時 から
午後３時 まで 大生院公民館

〃２４日午前１０時 から
午後３時 まで

新居浜市郷土美術
館

〃２５日午前１０時 から
午後３時 まで

新居浜市郷土美術
館

〃２６日午前１０時 から
正 午 まで

新居浜市役所別子
山支所

１０月１日午後０時２５分から午後０時５５分まで
魚島村開発センタ
ー 魚島村

〃 ２日午前９時 から
午前１１時３０分まで

生名島開発総合セ
ンター 生名村

〃 ２日午後１時 から
午後４時 まで 弓削町役場 弓削町

〃 ３日午前１０時 から
正 午 まで

岩城村生活文化セ
ンター 岩城村

〃 ６日午前１０時 から
正 午 まで 吉海町町民会館 吉海町

〃 ６日午後１時 から
午後３時 まで 宮窪町中央公民館 宮窪町

〃 ７日午前１０時 から
午後３時 まで 伯方町中央公民館 伯方町

〃 ８日午前１０時 から
午後３時 まで

上浦町離島開発総
合センター 上浦町

〃 ９日午前１０時 から
午後３時 まで

大三島町コミュニ
ティセンター

大三島
町

〃１０日午前１０時 から
正 午 まで

岡村小学校僻地集
会室

関前村
〃１０日午後１時 から

午後２時 まで 大下島農協倉庫

〃１４日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

波止浜地区住民セ
ンター

〃１４日午後１時 から
午後３時 まで

清水地区住民セン
ター

〃１５日午前１０時 から
正 午 まで

乃万地区住民セン
ター

〃１５日午後１時 から
午後３時 まで

近見地区住民セン
ター

検 査 日 時 検 査 場 所 検 査
区 域

対象となる
特定計量器

平成１５年
９月１日

午前１０時 から
午前１１時３０分まで

西条市農協氷見支
所

非自動はか
り（計量法
施行令第５
条第１号又
は第２号に
掲げるもの
及び同政令
附則別表第
２に掲げる
ものを除く
。）
分銅

〃 １日午後１時 から
午後３時 まで 西条市農協橘支所

〃 ２日午前１０時 から
午後３時 まで

西条市農協大町支
所

〃 ３日午前１０時 から
正 午 まで

西条市農協神戸支
所 西条市

〃 ３日午後１時３０分から午後３時 まで
西条市農協飯岡支
所
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〃１６日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

富田地区住民セン
ター

〃１６日午後１時 から
午後３時 まで

桜井地区住民セン
ター

今治市
〃１７日午前１０時 から

午前１１時３０分まで
常盤地区住民セン
ター

〃１７日午後１時 から
午後３時 まで

立花カルチャーセ
ンター

〃２０日午前１０時 から
午後３時 まで 美須賀小学校

〃２１日午前１０時 から
午後３時 まで 今治市民会館

〃２２日午前１０時 から
午後３時 まで 今治市民会館

〃２３日午前１０時 から
午後３時 まで 今治市民会館

１１月５日午前１０時 から
正 午 まで

朝倉村福祉センタ
ー 朝倉村

〃 ６日午前１０時 から
正 午 まで 波方町役場 波方町

〃 ７日午前１０時 から
午後３時 まで 大西町中央公民館 大西町

〃１０日午前１０時 から
午後３時 まで 菊間町民会館

〃１１日午前１０時 から
正 午 まで

菊間町役場亀岡支
所 菊間町

〃１１日午後１時 から
午後３時 まで 菊間町民会館

〃１２日午前１０時 から
午後３時 まで 北条市民会館

〃１３日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

北条市役所粟井支
所 北条市

〃１３日午後１時 から
午後３時 まで 北条市民会館

〃１４日午前１０時 から
午後３時 まで 玉川町役場 玉川町

平成１５年７月２５日 印刷
平成１５年７月２５日 発行
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